
京
都
大
学
大
学
評
価
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
百
三
十
九
号
）

京
都
大
学
大
学
評
価
委
員
会
規
程
（
平
成
十
三
年
達
示
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

委
員
会
は
、
本
学
の
教
育
研
究
水
準
の
向
上
を
図
り
、
か
つ
、
本
学
の
目
的
及
び
社
会
的
使
命
を
達
成
す
る
た
め
、
本
学
に
お
け
る
教
育
研
究
活
動
等

の
状
況
に
関
す
る
点
検
・
評
価
（
以
下
「
点
検
・
評
価
」
と
い
う

）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
九
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
点
検
及
び
評
価
に
関
し
必
要
な
こ
と
。

二

学
校
教
育
法
第
六
十
九
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
認
証
評
価
に
関
し
必
要
な
こ
と
。

三

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
が
行
う
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
に
関

し
必
要
な
こ
と
。

四

そ
の
他
全
学
的
な
点
検
・
評
価
に
関
し
必
要
な
こ
と
。

２

委
員
会
は
、
前
項
に
よ
り
実
施
し
た
結
果
を
総
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
報
告
書
を
定
期
的
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
各
理
事
」
を
「
理
事
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四

号
中
「
各
セ
ン
タ
ー
」
を
「
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め

「
施
設
等
を
い
う

」
を
「
施
設
等
を
い
う
。
以
下
第
七
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

」
に
改
め
、
同
号
を
同

、

。

。

、

「

」

「

」

、

、

「

」

「

」

項
第
五
号
と
し

同
項
第
三
号
中

各
研
究
所
長

を

研
究
所
長

に
改
め

同
号
を
同
項
第
四
号
と
し

同
項
第
二
号
中

各
研
究
科
長

を

研
究
科
長

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

副
学
長
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

）
。

第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
第
二
項
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
自
己
点
検
・
評
価
等
専
門
委
員
会
及
び
第
三
者
評
価
専
門
委
員
会(

以
下
「
専
門
委
員
会
」
と
い
う
。)

」
を
「
大
学
評
価
小
委
員
会
（
以

下
「
小
委
員
会
」
と
い
う

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

。
）

２

小
委
員
会
は
、
全
学
的
な
点
検
・
評
価
に
係
る
企
画
・
立
案
に
関
し
必
要
な
業
務
を
行
う
。

第
六
条
中
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
専
門
委
員
会
」
を
「
小
委
員
会
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
専
門
委
員
会
」
を

「
小
委
員
会
」
に

「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に

「
担
当
理
事
」
を
「
委
員
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
及
び
第
七
項
を

、

、

削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
専
門
委
員
会
」
を
「
小
委
員
会
」
に

「
委
員
会
が
定
め
る
」
を
「
小
委
員
会
が
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

、

第
八
条
及
び
第
九
条
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
研
究
科
（
地
球
環
境
学
堂
及
び
地
球
環
境
学
舎
を
含
む

、
研
究
所
、
セ
ン
タ
ー
、
医
学
部
附
属
病
院
及
び
附
属
図
書
館
（
以
下
本
条
に

。
）

お
い
て
「
部
局
」
と
い
う

」
を
「
部
局
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

。
）

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
条

委
員
会
に
、
点
検
・
評
価
実
行
委
員
会
（
以
下
「
実
行
委
員
会
」
と
い
う

）
を
置
く
。

。

２

実
行
委
員
会
は
、
全
学
的
な
点
検
・
評
価
に
係
る
実
施
に
関
し
必
要
な
業
務
を
行
う
。

３

実
行
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一

第
三
条
第
一
項
の
委
員
の
う
ち
か
ら
委
員
会
の
委
員
長
が
指
名
す
る
者

二

研
究
科
（
地
球
環
境
学
堂
を
含
む

、
研
究
所
、
セ
ン
タ
ー
、
医
学
部
附
属
病
院
及
び
附
属
図
書
館
（
次
条
に
お
い
て
「
部
局
」
と
い
う

）
の
長
並
び

。
）

。

に
高
等
教
育
研
究
開
発
推
進
機
構
長
の
推
薦
に
基
づ
き
担
当
理
事
が
委
嘱
す
る
者

三

本
学
の
教
職
員
の
う
ち
か
ら
担
当
理
事
が
委
嘱
す
る
者

４

実
行
委
員
会
に
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
置
き
、
前
項
の
委
員
の
う
ち
か
ら
委
員
会
の
委
員
長
が
指
名
す
る
。

５

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
実
行
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
実
行
委
員
会
が
定
め
る
。

第
十
条
中
「
及
び
専
門
委
員
会
」
を
「
、
小
委
員
会
及
び
実
行
委
員
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。


